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福島県行財政改革推進委員会 

議 事 録 
 

 

日 時 令和５年５月 19日（金） 

15時 00分～16時 30分 

場 所 福島県庁本庁舎 

２階 第二特別委員会室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福島県行財政改革推進委員会事務局 
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１ 出席者 

（１）福島県行財政改革推進委員会委員 計 11名 

今野順夫委員、阿部寿子委員、安斎康史委員、伊澤史朗委員、今泉仁寿委員、内山愛美委員、

小野広司委員、角田千惠子委員、澁川惠男委員、西田奈保子委員 

（澤田精一委員は欠席） 

（２）事務局 計 16名 

小柴総務部長、高橋総務部政策監、山内総務部次長（人事担当）、根本広報課長、髙橋財政

課長、金澤職員研修課長、金田行政経営課長、本多人事課長、草野市町村行政課長、小山田

市町村財政課主幹兼副課長、本間企画調整課長、戸城風評・風化戦略室長、馬場復興・総合

計画課長、中尾デジタル変革課総括主幹兼副課長、新妻避難地域復興課長、戎谷文化振興課

総括主幹兼副課長 

２ 議 事   

「福島県行財政改革プラン」に基づく令和４年度の取組状況及び令和５年度の取組の方向性

（案）について 

３ 発言者名、発言内容 

  次のとおり 
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令和５年度福島県行財政改革推進委員会                  （令和５年５月 19日） 

 

 

司  会 

 

 

 

司  会 

総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

司  会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――開  会―― 

 定刻となりましたので、令和５年度福島県行財政改革推進委員会を始めさせ

ていただきます。 

 

――あいさつ―― 

 はじめに、総務部長から御挨拶申し上げます。 

 総務部長の小柴でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

行財政改革推進委員会の開催に当たり、御挨拶を申し上げます。 

委員の皆様には、御多忙中のところ御出席をいただき、誠にありがとうござ

います。 

本県は、震災から１３年目を迎えました。 

これまで、市町村を始め、多くの県民の皆様の御努力により、インフラの整

備が着実に進展し、特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されるなど、本県

の復興は着実に前進しております。 

一方で、今もなお多くの方々が避難生活を続けておられるほか、廃炉と汚染

水・処理水対策を始め、急激に進む人口減少や度重なる自然災害、さらには、

原油価格・物価高騰やデジタル変革など、行財政を取り巻く環境の変化により、

新たな行政需要や課題も生じております。 

こうした状況の中、総合計画が目指す「ふくしまの将来の姿」の実現に向け

た取組を支えるとともに、人口減少が進む中でも行政サービスの維持・向上を

図るため、計画２年目を迎えた行財政改革プランに基づき、全庁一丸となって

しっかりと取組を進めてまいります。 

本日は、行財政改革プランの令和４年度の取組状況について御報告させてい

ただいた上で、行財政運営上の課題や今後の取組の方向性について御議論いた

だきたいと考えております。 

限られた時間の中ではありますが、委員の皆様の率直かつ活発な御審議をよ

ろしくお願いいたします。 

 

――出席者紹介―― 

次に、本委員会の委員の交代がありましたので、皆様に御報告させていただ

きます。 

国立大学法人福島大学 行政政策学類 准教授 西田 奈保子 委員でござ

います。 

なお、本日、澤田 精一委員につきましては、都合により欠席との連絡をい

ただいております 

続きまして、県側の出席者につきましては、お手元の出席者名簿により紹介

に代えさせていただきたいと思います。 
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伊澤委員 

 

 

司  会 

 

 

 

 

 

 

今野会長 

 

 

 

 

 

 

行政経営課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――会長選出―― 

次に、会長の選出についてでありますが、行財政改革推進委員会設置要綱第

４条第１項の規定により、委員の皆様の互選によることとなっておりますので、

よろしくお願いいたします。 

行財政改革プランの取りまとめなど、これまでの会長の実績等を踏まえ、引

き続き今野委員にお願いしてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。 

 （「異議なし」という声あり） 

皆様御異議がないようですので、今野委員にお願いすることとさせていただ

きます。  

今野会長、よろしくお願いいたします。会長席へ御移動をお願いいたします。 

 

――議  事―― 

それでは議事に入りたいと思います。 

今野会長、よろしくお願いいたします。 

会長を引き続き務めさせていただくことになりました今野でございます。 

皆様の御協力をいただきながら、円滑な進行に努めたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

それでは、これより議事に入ります。 

本日の議事は、「「福島県行財政改革プラン」に基づく令和４年度の取組状況

及び令和５年度の取組の方向性（案）について」です。 

事務局より説明願います。 

それでは、行政経営課より御説明いたします。 

内容に入ります前に、まずは、これまでの経過等についてでありますが、 福

島県行財政改革プランの策定に向けましては、令和３年度に本委員会を４回開

催し、委員の皆様から御助言等をいただきながら内容の整理を行い、昨年３月

に県として、計画期間を令和４年度から７年度までとするプランを決定し、昨

年４月、令和４年度からこのプランに基づく取組をスタートさせたところであ

ります。 

本日は、行財政改革プランに基づく令和４年度の主な取組状況、さらに、取

組の達成状況を踏まえた今年度の取組の方向性について、資料１により概要を

御説明させていただき、全体版となる資料２も含めた内容について御意見等を

いただき、助言を踏まえながら、より良い取組につなげてまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、資料に基づき、御説明いたします。Ａ３の資料１を御覧願います。 

資料１「「福島県行財政改革プラン」に基づく令和４年度の取組状況及び令和

５年度の取組の方向性（案）【概要】」についてであります。 

まず、このプランにつきましては、引き続き、復興・再生を最優先として、

これまでの取組との継続性を確保しつつ、新型感染症や頻発化・激甚化する自

然災害、デジタル変革、働き方改革など、新たな行政需要や大きな状況変化に

も的確に対応していくため、可能な取組には進捗状況を把握するための指標も
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設定したところであります。 

取組の大きな柱として、資料の左側に縦に記載の３本の柱に分けて取組内容

を整理しておりますので、柱ごとに令和４年度の取組状況、そして今年度の取

組の方向性を御説明させていただきます。 

まず、上段左側から、《柱Ⅰ》「東日本大震災・原子力災害からの復興・再生」

であります。これまでの取組を継承する形で、引き続き、復興・再生を最優先

とする柱であり、「ⅰ複合災害からの復興の加速化、避難地域の復興・再生」の

中、国からの復興財源確保に継続して努めるとともに、復興・再生に向けた市

町村への人的支援等として、令和４年度には被災市町村合同による職員採用説

明会を開催し、１５名の採用に結び付けるなど、職員採用への支援や職員派遣

を行い、前年度を上回る充足率となりましたが、人員不足の解消には至ってお

りませんので、引き続き、国や全国自治体等の関係機関と連携を図りながら、

職員確保の充足率１００％を目指してまいります。 

さらに、「ⅱ効果的な情報発信」でありますが、令和４年度の取組として、本

県の復興の現状等を発信する復興ポータルサイトをリニューアルしたほか、各

部局が連携しながら風評・風化対策に係る１１４の事業を実施いたしました。 

今年度も、外国語版のポータルサイトの改修を行うほか、引き続き、風評・

風化対策事業を推進し、正確かつ迅速に情報発信を行ってまいります。 

次に、中段の《柱Ⅱ》「多様な主体、市町村等との連携・協働」であります。 

「ⅰ多様な主体等との連携・協働」ですが、令和４年度の取組として、ＮＰ

Ｏ法人等の運営基盤の強化に向けた取組を行うとともに、企業等とのマッチン

グの場を設けたところであり、今年度も情報共有・マッチングの場を提供し、

継続的な協働事業の検討や実施に結び付けてまいります。 

企業との包括連携協定に基づく連携事業・取組については、令和４年度の取

組として、協定締結企業の食堂において県産農産物によるメニューの提供や、

社内での県産品の販売などを行ったところであり、今年度も協定に基づく取組

が一時的なもので終わらないよう、各部局と連携し、協定締結企業等の意向を

丁寧に確認しながら、持続的な関係づくりを図るとともに、新たな企業との協

定締結に向けた調整を進めてまいります。 

次に、「ⅱ市町村等との連携強化」であります。 

相互人事交流など県と市町村との連携の推進を図るとともに、市町村の自立

的な行政運営への支援として、県の支援策を一覧化した市町村支援プログラム

により、令和４年度、市町村の課題解決に向けた取組を６７１件支援したほか、

新たな支援メニューを令和４年度に５件追加するとともに、令和５年度の支援

メニューの更新に向けた調整を行いました。 

今年度も、市町村の実情に応じて各分野での支援を進めていくとともに、ニ

ーズ等をしっかり踏まえながら、来年度に向けた支援メニューの更新等を行っ

てまいります。 

最後に、下段の《柱Ⅲ》「効果的・効率的で持続可能な行財政システムの確立」

であります。 
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まず、「ⅰ業務の抜本的な見直し」として、行政のデジタル変革についてであ

ります。緑色の帯の左側、行政手続のオンライン利用率向上を目指し、令和４

年度に、共通のポータルから行政手続が可能となるシステム構築に向けた基本

設計を策定したところであり、今年度、利便性の高い共通ポータルを構築し、

市町村への導入を図ってまいります。 

また、コピー用紙購入量ですが、ＤＸ推進、多様な働き方の確保に向け、紙

文化から脱却するための取組も重要であり、令和４年度に県庁のペーバーレス

化に向けたアクションプログラムを策定し職員の意識改革等の取組を促進し、

約５百万枚の購入量削減につなげたところであります。 

今年度も新たな重点取組項目等を定めたアクションプログラムを策定し、デ

ジタル化の一層の推進、公務能率の向上を図ってまいります。 

次に、「ⅱ職員が能力を発揮できる職場づくり」として、働き方改革の観点か

ら、長時間勤務の改善を図るため、令和４年度、超過勤務縮減アクションプロ

グラムを策定し、管理職の意識向上など、取組を進めてまいりました。 

一方、昨年度は、新型コロナ感染症対策を始め、福島県沖地震、８月の大雨、

さらには、鳥インフルエンザへの対応など、緊急に対応を要する要因も重なり、

超過勤務の実績は令和３年度と同水準の高止まりとなっております。 

今年度は、改めて、具体的な取組内容等も定めたアクションプログラムを策

定し、全庁を挙げて時短推進に取り組んでまいります。 

さらに、多様な人材が活躍できる職場づくりとして、男性職員の育児休業の

取得率につきましても、最終的な令和７年度１００％取得を目指し、令和４年

度も知事による「イクボス面談」を継続して実施したほか、子どもが生まれる

予定の男性職員を対象とした「仕事・子育て両立プラン」の作成と活用を図っ

たところであり、今年度も、引き続き、取得率１００％に向けた取組を進めて

まいります。 

次に、「ⅲ簡素で効率的な組織づくり」でありますが、適正な定員管理に向け、

多様な方策により必要な人員の確保に努めたところであり、今年度も、新たな

行政需要を的確に把握するとともに、アウトソーシングを推進し、行政サービ

ス水準の向上や行財政運営の効率化等を図ることなどにより、必要な体制整備、

効率的な組織づくりを行ってまいります。 

「ⅳ財政健全性の確保」として、歳入の確保については、令和４年度、県税

徴収率や県民の利便性の向上に向け、自動車税に係るスマートフォン決済アプ

リを追加したところであり、今年度も、県税の納付機会の一層の拡大に取り組

むとともに、「ⅴその他」として、市町村の実情やニーズの把握に努めながら、

市町村の自主性に沿った権限移譲も進めてまいります。 

以上、行財政改革プランに基づく取組のうち、指標等を設定したものを中心

に、令和４年度の主な取組内容、そして今年度の取組の方向性を御説明いたし

ました。 

この行財政改革プラン策定に当たり、各委員からも指標の達成状況のみで評

価するものでなく、必要に応じて取組や指標を柔軟に見直すなど、進行管理を
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市町村行政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適切に行うことが重要であるといった御助言もいただいております。 

我々といたしましても、まずは、計画期間である令和７年度の目標値達成に

向け、現在の取組の進捗状況等を見える化するため、全体版の資料２の方に詳

細は記載しておりますが、今年度以降、各年度における目標値を今回新たに設

定したところであり、今年度の取組をしっかり進めながら、必要な見直しも含

め、適切な進行管理を行ってまいる考えであります。 

引き続き、新しい総合計画が目指す「ふくしまの将来の姿」の実現に向けた

取組を支えるとともに、人口減少が進む中でも行政サービスの維持・向上が図

れる行財政基盤を確立していくため、３本の柱に沿って全庁的に取組を進めて

まいります。 

説明は以上であります。 

ありがとうございました。 

ただいまの事務局の説明につきまして、御意見や御質問がございましたら、

御自由に御発言いただきたいと思います。 

伊澤委員、お願いします。 

全体的な部分として、今年度以降、年度ごとの目標値を新たに設定し、取組

の進捗などを見える化していくことは評価できると考えますが、目標達成に向

けて適切な進行管理を行ってほしいということであり、個別の取組で１点、復

興再生に向けた市町村の行政運営に対する人的支援等については、職員確保の

充足率が令和４年度に９９％となったことは、感謝申し上げたいと思いますが、

やはり人員不足の解消には至っていない状況でもあり、充足率１００％に向け、

県として具体的な取組の考え方があれば伺いたいと思います。 

市町村行政課長、お願いします。 

ただいま、被災市町村に対する人的支援の取組状況の質問がございました。 

まず一つ目として、被災市町村の合同職員採用説明会を令和４年１２月１７

日にオンラインで実施しまして、今年度も同じ時期をめどに実施を予定してい

ます。 

二つ目としては、被災市町村に限らない、県内全町村を対象とした職員採用

説明会を明日２０日に郡山市のビッグパレットで実施予定です。 

３４町村のブースを準備しまして、今のところ約１２０名の参加希望を受け

付けているところです。 

また、市町村自らの採用ではなく、県からの職員派遣でも支援しているとこ

ろですが、今月１７日から任期付職員の募集を開始したところです。 

市町村への派遣としては、土木職５名、建築職１名、保健師４名を募集して

いるところでございまして、幅広く人材を進めるため、来月３日、久しぶりに

東京都庁で採用説明会も実施する予定です。 

被災市町村を取り巻く状況としては、特定復興再生拠点区域の解除やＦ－Ｒ

ＥＩの開所など、まだまだ被災市町村で人的支援は必要である一方、市町村自

らの採用や本県からの職員派遣だけではまかない切れない部分もございますの

で、全国の都道府県や、市区町村からも継続的に職員を派遣いただいていると
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小野委員 

 

 

 

 

ころでございまして、今後も、総務省や復興庁からの支援を得て、被災市町村

の実情を説明する機会を直接訪問することなどにより行い、必要な職員を確保

してまいりたいと思っております。 

どうもありがとうございました。 

その他、いかがでしょうか。内山委員、どうぞ。 

わかりやすい説明ありがとうございました。 

皆さんの努力がとっても分かるような数値になっていると思いますが、例え

ば行政のデジタル変革のところで、コピー用紙の購入量が５００万枚というの

はかなり減っているというところだと思いますが、一方で、働き方改革のとこ

ろで超過勤務時間数が高止まりになっています。例えば、今後確認いただけれ

ばと思いますが、事前に送っていただいた資料を印刷して持ってきているんで

すね。資料をチェックするときに印刷しないと読み込めないところもかなり出

てくると思うのですが、これを無理してパソコンで読み取ろうとすると、その

分だけ能率が上がらないで、勤務時間が長くなるということもあろうかと思い

ます。 

無理に数字を設定して、必ず沿うようにということになっていくと、どこか

で矛盾点が出てくるのではないかと思いますので、その辺りを考慮いただける

と、働きやすいのかなと思いましたので、お話しさせていただきました。 

行政経営課長、お願いします。 

内山委員がおっしゃるとおり、全てをデジタル化して、紙を全てなくすのが

いいのかといえば、決してそうではないと我々も思っております。 

今回、まずデジタル化を進めていく上でも、その紙文化があまりにも定着し

過ぎているので、まずは意識改革も必要だろうというところもありまして、昨

年アクションプログラムを策定しました。 

当然必要な部分もございますが、前例踏襲で習慣として、全てまずはコピー

をとろうかといったようなところから、見直してみよう、意識を変えてみよう

というところを主としたアクションプログラムでもありました。 

今回結果として、５００万枚を削減しましたが、率にしますとまだ１０％程

度でございますので、そういった削減できる部分は意識を変えてやっていこう

と思います。 

ただ一方で、委員から御指摘がありましたように、必要な部分、紙でなけれ

ばチェックできないものも含めて、そういったところは我々としてもしっかり

議論しながら見極めて、今年度もアクションプログラムを策定して、取組を進

めていきたいと思っております。 

どうもありがとうございました。小野委員、お願いします。 

内山委員の今のお話に少し重なりますが、課長から今ほど、紙文化からの脱

却という話がありました。 

紙文化から脱却しないでほしいという願いがあるんですね。県庁のペーパー

レス化の御努力については敬意を払っておりますし、重要なことだと思います。

ですが、個人的には内山委員がおっしゃったように、私は紙じゃないとなかな
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か頭に入っていかない部分もある。時代の流れなので一定程度必要だと思いま

すが、何が何でも、ＰＣの中に入れ込んでという考え方だと、今、電気代が高

騰していることも含めてＩＴ化にはものすごいコストがかかっているので、そ

の部分も考慮すると、果たして行政の効率化にとってはどうなのかということ

を考えて判断していくことが大事なんだと思います。 

紙文化からの脱却という言葉の陰に，紙を使うのが悪いことなんだという誤

解があるのだとすると、それは軌道修正していただきたいと思っています。 

大事なのは、公務能率の向上ということです。例えば、今日のＰＣの資料の

後半にある白紙のページも、紙による製本を想定しているからだと思います。 

ＤＸの考え方からすると、紙ベースのＡ４判をベースに資料を作っていく必

要はないので、そこをもう一歩踏み込んで考えてから、いろいろ対応していく

と、より効率的になるのだろうと思います。 

もう一つ、おそらく紙が悪いというイメージは、バージンパルプを取るため

に違法な森林伐採がまかり通るような世界はよくないというＳＤＧｓの視点が

あるからだと思います。紙の再生利用とＳＤＧｓの視点というのは両立できる

と思っています。例えば、新聞はよく問われますが、先日も海外のメディアか

ら、日本の新聞は紙を相当使っているのではないかという質問を受け、そうで

はありませんと答えました。新聞紙の場合、ほぼ１００％再生循環を進めて、

サスティナブルな利用ができています。 

それから、やみくもに紙を減らすという思いから、新聞記事を一生懸命コピ

ーして広範囲に回覧していることはないと思いますが、例えばそれをイントラ

ネットに上げたりして広範囲に見るというのは、著作権法に触れますので、そ

こは認識していただきたいと思います。そこは、釘を刺しておきたい。 

ちなみに、先ほどのコピー回覧の話に関しては、クリッピング契約というも

のが新聞業界全体にございます。その理解が進んでいないと思われるところが

ありますので、それに関しては会議の外で御相談に応じますので、よろしくお

願いいたします。 

行政経営課長、お願いします。 

御指摘のとおりで、紙を使うことが悪いこと、全てを削減していこうという

ことではないと考えて取組を進めております。 

一方で、働き方改革の一つの選択肢としての在宅勤務であったり、さらには、

申請自体をデジタル化したり、決裁も今年度電子決裁の取組も進めていこうと

考えております。 

そういった場合に、入り口から出口までデジタルで一気通貫できる部分は、

そういった取組もあってよいかと思います。 

ただ、これまで御指摘ありましたように、紙が必要な部分の見極めは大事だ

と思っております。 

そういったデジタルで通し切る取組が可能なところには、チャレンジしてみ

たい思いもあっての取組でございます。 

ですので、今回も委員の皆様に御迷惑をかけつつ、チャレンジングにパソコ
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ンを置かせていただきました。実際どこまでできるかというのはあるのですが、

我々も県庁内の委員会レベルでここまでパソコンを並べてというのはまだまだ

取り組んでない部分だと思いますが、今回、行財政改革推進委員会ということ

で、こういったことをさせていただきました。 

当然、良い面や悪い面を踏まえて、より良い取組につなげていきたいと思っ

ております。 

どうもありがとうございました。安斎委員、お願いします。 

今、小野委員からもありましたけれども、紙文化を非常に重視しております

ので、その辺の認識をぜひ持っていただきたいという一方で、私自身は今日、

自分のパソコンを持ってきましたけれども、頂いた資料は、紙にせずに、自分

のパソコンで確認しているという状況です。 

やはり業務に関しては、紙無しで進めていくのが良いと社的にも考えていま

す。特に、私ぐらいの年代ですと、やはり紙がないと不安な部分はあるのです

が、おそらく県庁の若い人たちも、紙がなくてもデジタルで仕事ができるよう

な状況になっていくのだろうと思いますので、その方向性で、業務の中でのデ

ジタル化、そして紙を削減するということをしっかりと進めていただきたいと

感じています。 

それとは別に、２点ほど、今日の説明の中で感じたところですが、まず、《柱

Ⅰ》の最後の「風評・風化対策の強化に向けた部局連携による情報発信」の指

標については、既に実績値で目標の５割を超えており、取組が非常に進んでい

ると思いますが、令和７年の目標値が５割以上にはなっていますが、やはりこ

こは、目標値は目標値として、さらに高みを目指してもらいたいなと感じます。 

この令和５年の取組の方向性について、資料２で、加速する風化の問題に加

えて、ＡＬＰＳ処理水の放出を踏まえて５割以上という目標値を掲げているの

だと思いますが、こういう問題があるからこそ、もっと高い目標を掲げてこの

理解を進めることが大事なんだと思います。 

それで福島県に良いイメージを持つ人の割合が増えれば、この風評・風化と

は別に、交流人口だったり関係人口だったり、福島県全体の活性化にもつなが

っていくことは間違いないでしょうし、さらに高い目標を掲げて進めていって

いただきたいというのが一つ目の意見です。 

もう一つ、包括連携協定に基づく連携事業・取組数についても基準値に比べ

て実績値が非常に上がっていると思いますが、これは数だけではなくて、実際

に包括連携協定を結んで、相手との活動によってどんな相乗効果が生まれてい

るのかの方が実は重要です。 

協定だけ結んで、実質的な活動があまりないところもあると思いますので、

連携協定を結んだところとの成果、１年後、２年後にこういう成果が出ている

というところをしっかりとまとめることが重要なのではないかと思います。そ

の辺は御検討いただければと思います。 

風評・風化戦略室長、お願いします。 

御指摘ありがとうございます。まず１点目の風評・風化の目標値については、
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５割という目標を掲げておりますが、当時いろいろ困難な状況が予想される中

で目標を設定させていただきました。目標値も５割以上ということで、我々も

５割がゴールだとは当然思っておりません。なかなか難しいですが、できる限

り１００％を目指して、県庁全体で風評払拭・風化防止に向けて取り組んでい

きたいと思っています。 

ただ、今後重要になってくるのは、委員の御指摘のように、処理水の問題等

がございますが、単に良いイメージを持っている人の割合を上げていくという

だけではなくて、良いイメージを持って、さらに福島県の農産物を買っていた

だいたり、観光地として福島県を訪れていただいたり、良いイメージを持って

いる人がさらに一歩踏み込んで行動に移していただけるような、そういった福

島県の魅力を発信し、良いイメージの質もどんどん向上していくような取組を

全庁一丸となってやっていきたいと思っておりますので、数字を上げることは

もちろん、その中の質も注視しながら、取組をより良いものにしていきたいと

考えています。 

次に、企画調整課長、お願いします。 

包括連携協定についてでございます。やはり包括連携協定を結んだ年だけ

色々とやって、次の年から形骸化していくことを我々は一番危惧しているとこ

ろでございます。自治体によってはまず協定を結んでから何をやっていくか考

えようというところもありますが、本県が協定を結ぶ前に気を付けていること

は、何を継続的にやろうかということを詰めて、短くて半年、長くて約１年を

かけて、部局に照会をしながら、連携協定を結んでいるところでございます。 

そういうことによって、短期で終わらないように中長期的に持続的に活動を

進めていくことが、本県に対する共感の思いが広がって風化の防止にもつなが

りますので、引き続き、そこを念頭に置いて取り組んでまいりたいと思います。 

澁川委員、お願いします。 

新聞社の小野委員と安斎委員から紙のことについて御意見がありましたが、

厳しい見解だなと面白く聞かせていただきました。 

資料２に目を通させていただきましたが、数点意見を述べたいと思います。 

取組項目１４「協働推進のための県保有データ利活用」の指標であるオープ

ンデータポータルサイトの閲覧件数が非常に減っているということですが、コ

ロナ関係の閲覧が減ったという分析があるようですが、これを機会にデータが

どのように市町村に活用されているか、逆に、市町村から見て、市町村が何を

求めているかを検証して、ニーズを把握するように努めて実施されてはどうか

と思いました。県保有のビッグデータは県民にとっても財産でありますので、

効果的な利活用につなげることを期待しています。 

次に、取組項目２３「多様な人材が活躍できる職場づくり」に関して、先ほ

ども説明いただきましたが、男性育休の取得促進や女性職員の管理職登用促進

は、やはり県が率先して模範を示していただきたいと思っています。 

特に、女性職員のキャリア形成については、女性職員が諦めることなく働け

る環境づくりが、労働力不足が本格化する今日の経済界にとって大きな課題で
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あるため、目標値の達成だけで満足するのはなくて、プラスアルファを常に求

めていただければと思っています。 

関連する項目としては、取組項目２５「効果的かつ効率的な組織体制の整備」

にあるように、スクラップ・アンド・ビルドを基本としているわけですが、カ

ーボンニュートラルなどの対応が求められている時代的な要請が相次いでいる

現状は私も理解しております。 

行政は継続性が重要であるということも理解しておりますが、時代に合わな

い業務などを形だけ残すということは、進めていただきたくないと思っていま

す。新たな組織形態をつくるというのは重要でありますが、廃止するのはさら

に労力が必要です。このことも十分に情報発信していただければと思っていま

す。 

その他、今後の取組になろうかと思いますが、東日本大震災・原発事故から

の復興・再生の効果的な情報発信について、今日から始まったＧ７広島サミッ

トでは、本県産の食材が提供されるということで、これは県当局による国への

十分な説明の成果ではないかと思っていますが、昨年の台湾の輸入規制緩和も

そうですが、風評に関しては、やはり国際世論の影響も非常に大きいので、正

しく認識してもらう、情報発信は機会を捉えて粘り強く発信していただきたい

と思います。 

また、ＡＬＰＳ処理水については、今年度から放出が始まるわけですが、資

料にも記載のあるように、やはり風評の再燃が一番懸念されるところだと思っ

ています。ただし、今日に至るまで、風評との戦いがずっと続いているわけで

すので、これまでに積み重ねてきた知見や経験をフル稼働しながら、マスコミ

等の協力を得ながら、十分な情報発信をお願いしたいと思います。 

ありがとうございました。デジタル変革課、お願いします。 

ビッグデータにつきましては、今、市町村や県が持っているデータがばらば

らになっているため、組み合わせて活用するということが難しい状況になって

います。 

そういったものを、組み合わせて使うためには、システムを構築しなくては

いけないのですが、なかなか県ごと市町村ごとにつくっていくと大変ですから、

県でまとめて、市町村も参加できるようなデータ連携基盤をつくって、そこで

今後様々なデータの組み合わせを考えていこうと今年度構築しております。 

そういったものを構築していく中で、さらに必要なデータがあれば、それを

また追加していきたいと思っております。 

続いて、人事課長お願いします。 

男性職員の育児休業につきましては、基準値である令和２年度は３０．４％

でした。これが、令和３年度は５９．１％、令和４年度については現在集計中

ですが、６割を超えるものと考えております。 

男性の男性職員の育児休業については知事も力を入れている分野で、知事自

らが該当する職員にイクボス面談を行い、子育てへの参加を働きかけておりま

す。 
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また、資料にも記載しておりますが、それぞれの所属においても、仕事・子

育て両立プランを該当職員に記載していただいて、休業制度の利用状況や育児

休業を取得している間にその担当職員の仕事をどのように分担してやっていく

のか、休業する職員も安心して子育てに注力できるように、職場で支え合う仕

組み、職場の風土を醸成しながら、今後も引き続き積極的に進めてまいりたい

と考えております。 

また、女性の管理職についてですが、私の手元の記録にある限りでは、女性

の管理職の割合は、平成１４年度は１．４％ということで非常に低い数字でし

たが、令和３年度は９．１％となっておりまして、令和４年度は１１．２％ま

で上昇してきております。 

女性活躍の推進についても、県政にとって非常に大事なことですので、民間

の皆さんに率先して女性活躍の推進が進んでいくように、県としても女性の管

理職登用を進めるために、女性のこれまでの業務の範囲は、特定の業務に従事

していただくことが非常に多かったと思いますが、様々な分野で女性職員に活

躍いただく場面を増やしながら、女性職員の育成に努めてまいりたいと考えて

おります。 

今の若い夫婦はほとんどが共稼ぎ夫婦なので、まずは子育てのために女性が

育休をとるわけです。そして育休を取ることの抵抗は女性のほう低いわけです。

そうすることで女性活躍の場がなくなってくるので、やはり男性には積極的に

取ってもらった方が良いと思っておりますので、そのような方向で推進してい

ただければと思います。 

ありがとうございました。角田委員、お願いします。 

オンライン化に関して、共通ポータルというのは、一般的な行政手続のこと

なのかと思うのですが、行政書士に関わるところでは、許認可なども電子申請

が始まったとは聞いていますが、まだ一部であって、使っている人に聞いても

少し使いづらいところがあると聞いていますので、利便性が高く、使いやすい

ものの構築をお願いしたいと思います。 

また、働き方改革についても、毎年人事異動があって、許認可業務のところ

にも新しい方が来ると、今まで一日、二日で終わっていたものが一週間、二週

間かかるということがあり、担当者もおそらく、それだけ大変な思いをして新

しい業務についていると思います。 

ということで、超過勤務につながっているのかどうかはわからないですが、

県民の私たちにとっても時間がかかることがあるので、人事異動はやむを得な

いことですが、その辺は何とかならないのかという思いがあります。 

デジタル変革課、お願いします。 

共通ポータルについて、我々が考えているのもまさにその部分です。現在、

様々な申請システム、申請ルートがありますが、それがそれぞれ違っていて、

違うシステムを使おうとすると、また一から始めなくてはいけないということ

があります。共通ポータルというのは、いろいろなシステムの上に一つかぶせ

るようなことを考えておりまして、そうすると、表向きの実際のシステムが違
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っていても、使う方にとっては、フォーマットの形もデザインも大体同じよう

な形で、しかも、一度入力した内容は他のシステムにも反映されて、同じこと

を何度も入力しなくても済む、使いやすいシステムにしたいと考えております。 

御意見いただいたとおり、皆様に使いやすいシステムをつくっていきたいと

思います。 

続いて、人事課長、お願いします。 

人事異動に伴い、様々な業務で県民の皆様に時間がかかってしまうところが

出ているのではないかという御質問かと思いますが、我々としては、人事異動

は必要なものということでやらせていただいておりますが、業務をわかってい

る職員は一人だけではございませんので、正担当・副担当という形で業務をや

っております。 

また、その係の中には、前にその業務を経験したことのある職員もいると思

います。そういった職員が一斉に異動して、業務のノウハウ、あるいはマンパ

ワーが落ちないようにしていきたいと考えておりまして、そういったことがな

いようになるべく県民の皆さんへの行政サービスが低下しない形で、今後も続

けたいと考えております。 

それでは、阿部委員、お願いします。 

三点ほど述べたいと思います。 

一点目は質問ですが、この行財政改革プランは職員の方々が取り組まれてい

ると思いますが、どのような方法で行財政改革プランを周知されたのかを教え

ていただきたいと思います。全体像や基本的な考え方などの全職員に理解され

なくてはいけない部分と、取組項目といった各部署が理解する部分など様々だ

と思いますが、これをどのような形で皆様に周知したのか教えていただきたい

と思います。 

二点目はお願いですが、資料２の取組項目３０「歳入の確保」がありまして、

県税収入の確保で、県税のうち未納となっているものの６割以上が個人県民税

であるというのがありました。 

滞納する人が多いのか、それとも１件当たりの滞納の金額が多いのか、また

普通徴収か特別徴収か、細かいことはわからないのですが、課税の公平という

観点から考えると、どうなのかという部分で、悪質なケースなどは処分の検討

を含め、毅然とした対応をお願いしたいと思いました。 

三点目は意見ですが、取組項目１２「外部人材等の活用」には、アドバイザ

ーや外部講師を派遣したと書いてありますが、この文章だけで感じ取ったのは、

派遣して終わりというか、それが事業なのかという感想を持ちました。本来こ

れは派遣の後にどのように派遣先が取り組んでいるのかが大事で、派遣を受け

た側が主体的に継続した取組をしていかないと効果があらわれないし、見えづ

らい部分なのかなと感じています。 

このプランの基本目標が、人口減少が進む中でも行政サービスの維持・向上

を図るというところからすると、今後限られた人やお金のかけどころをどのよ

うに見分けていくかという、その眼力のようなものがすごく大切になってくる



- 15 - 

 

 

 

 

 

 

今野会長 

行政経営課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今野会長 

総務部政策監 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今野会長 

市町村財政課主幹

兼副課長 

と思っています。 

なので、取り組まれることもすごく大事だとは思うのですが、検証や評価を

すごく丁寧にして、質問の返答でも質や中身を大事にしていますという御返答

があったので、その部分を基本として、きちんと検証や評価を丁寧に行い、次

につなげていけるような取組をしていただきたいと思います。 

ありがとうございました。行政経営課長、お願いします。 

委員から質問いただいた中で、まず職員へどのような形で周知しているかと

いう部分ですが、このプランは令和３年度末に策定して、令和４年度から取組

をスタートしたことに合わせまして、まずは出先機関の長の会議なども含めて

県の各種会議の場での周知に加えて、職員が利用するグループウェアの中の掲

示板で概要版の周知なども行って浸透を図ってまいりましたが、おそらくそう

いった形だけでは、プラン全体を理解してもらうのはなかなか難しく、浸透を

図るには不十分な面もあるかと思っておりまして、職員向けに発行している「働

き方改革ＴＩＭＥ」という瓦版のようなものなども活用して、その中で具体的

な個別の取組に絞って、それを柔らかくわかりやすい内容で掲載しています。

例えば、このプランの中では、業務の抜本的な見直しとして、ＲＰＡのように

自動でやってもらうようなものも進めましょうという取組があります。職員自

らが考えるべき業務、職員がやった方がより効果が得られる業務に特化して職

員が従事できるようにするために、自動化できる部分はＲＰＡというソフトウ

エアロボットを活用して導入するとこんなメリットがあるということを具体的

な取組事例を交えて周知していく取組も行っています。 

職員にとってわかりやすい周知方法を工夫して行い、一層の浸透を図ってま

いりたいと考えております。 

総務部政策監、お願いします。 

委員から税収の確保の件について、御指摘を頂きました。 

資料に記載のとおり、県全体としては徴収率の向上に努めておりまして、少

しずつ上がるように税務サイドでも取り組んでいるところですが、実際中身を

見ますと、個人県民税の未納繰越額が多いというのが実態ではあります。 

これをもう少し詳しく言いますと、個人県民税については、市町村の住民税

などと一緒に徴収しており、市町村も一生懸命頑張って徴収しているところで

すが、複数年にわたり滞納していて、本来であれば、時効のため欠損処理しな

ければいけないものも含めて、なかなか未納繰越分の処理が追いついていない

状況にあることから、県と市町村が一緒になって適切な処理について一生懸命

進めていこうというものです。 

税負担の公平性と公正性は非常に大事なことであるため、委員から御指摘あ

ったことも踏まえ、県としても市町村と一緒になって、徴収率の更なる向上に

努めてまいりたいと思っております。 

市町村財政課、よろしくお願いします。 

本日税務課の職員が出席しておりませんので、代わりに説明を加えさせてい

ただきます。 
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先ほどの個人県民税、市町村民税ですが、徴収は市町村で行っているところ

でございまして、未納繰越額の解消や、徴収率の向上のために、資料１の柱Ⅱ

の中にある市町村支援プログラムとして組み立てさせていただいており、県の

税務課の職員や各地方振興局の県税部の職員を派遣して、市町村での研修を行

ったり、滞納整理のサポートをするなど、ノウハウを伝承するといった形で取

組を行っております。 

委員から、外部人材の活用の関係で、表現の部分で、派遣したで終わるので

はなく、その先の部分が大事だという御指摘は、まさにそのとおりでありまし

て、我々としても、行財政改革プランを策定して、取組がスタートしましたの

で、この資料２のような形で初めて取りまとめ様式を定めて動き出したところ

です。評価や数値目標の立ち位置を現在地が分かるような形にして、さらにそ

れを踏まえて今後の取組の方向性につながるような形で取りまとめましたが、

御指摘のようなところをしっかり反映できるように、今後、そういった点も含

めて、より良いものにできるよう様式を改めていきたいと思います。 

どうもありがとうございました。今泉委員、お願いします。 

二点要望をさせていただき、最後に意見を申し上げます。 

まず、資料１で表記されている柱の中で表記されてないものがあります。一

つは原発の損害賠償を完全に進めるということについて、資料２では取組項目

６に書かれています。 

例年、私どもも県の協議会に参加させていただいていて、必要な都度、関係

する国や東電への要請活動にも参加させていただいていますが、特に私どもの

農産物等については、もう１２年来の賠償対応が継続している関係で、風評被

害もいまだに賠償が継続されているので、あまり大きな問題を抱えてないので

すが、行くたびにお話として出るのは商工会連合会さんから、商工業の方々の

賠償がいわゆる一括賠償で終わった後、全く未対応の部分が多くて、非常に中

小の商工業者さんが困っていると、商工会連合会長が毎回要請事項としてお話

をされますが、一向に進展が見られないということです。 

いろいろとお聞きをすると、しっかりと東電や国と一括賠償の性質や性格に

ついて、本当に２年分払っただけで被害が終わっているのか、賠償があって損

害が発生していないのかという具体的な検証が実は進められてないという話も

聞いていますので、ここは県がもう少し丁寧に、そういった実情があるのであ

れば手を差し伸べていただくべきではないかと思っております。 

それからもう一つは、予算の確保で最初の柱Ⅰにありますが、第２期復興・

創生期間における予算確保を国に対して積極的にやっていただいているのは

重々私どもも承知しております。 

例えば我々ですと、被災地、今日伊澤町長もお見えになっていますが、南相

馬市や双葉郡で営農再開を進めるに当たっては、農業に必要な施設の整備が必

要で、これまでは、いわゆる復興庁直轄の復興加速化交付金事業と、それから

後発で出た農水省の高付加価値産地支援展開事業という二つで、様々な農業関

連の施設の投資をしていただいています。 
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そういった関係で、全体の再開率が４３％ぐらいだったと思います。 

まだまだ５０％以上は未再開ですから、これからそこを積極的に進めていく

訳ですが、国と話をすると、第２期復興・創生期間については、特に農水省が

持っている高付加価値産地支援展開事業は、内々に言われた金額に達してしま

って、手を打ちようがないということでした。 

もしやるのであれば、第３期復興・創生期間がないと、手の打ちようがあり

ませんというような事務レベルの話ではありますが、そうなれば、やはりこれ

から、復興の営農再開の見通しをそれぞれの関係市町村と様々相談をしながら

進めるわけですが、営農再開をしながら産地をどのように構成していくかなど

の議論を今から始めて、令和８年度以降の第３期復興・創生期間において早め

にスキーム化ができるように、是非県として働きかけをしていただきたいと思

います。要望ですので答えは要りません。 

それから御意見と申し上げましたのは、先ほど来、委員の皆さんから紙文化

を大事にせよという御意見がありましたが、私の立場から申し上げると、オフ

ィス管理をしている人間は紙ベースは大事にできません。 

行政や各企業がＤＸでペーパーレス化を進めている最大の理由は、紙の再生

によって環境負担をかけないという御意見もありましたが、実は紙をもって会

議資料を作るが、この会議資料を作るときのコピーの時間は労働力として相当

かかるわけです。うちの職場ですと、入ったばかりの職員が一日中コピー機を

回しているということも実際にあって、そういった労力の軽減は、先ほどの働

き方改革にも当然つながっていきますし、いざ作った紙資料をもらった会議の

構成メンバーは、そのあとその会議資料をどうするかというと、ほぼ１年間ほ

ったらかしになります。そのあと、廃棄処分になったときに、資料の中には機

密情報がたくさん入っていて、安易に再生紙の業者に回すようなことはできな

いので、秘密保持契約を結んだ業者に処分をお願いしますが、これも大変なコ

ストがかかります。 

ですから、オフィス管理をしている立場からすると、やはりこういうところ

は、どんどんペーパーレス化を進めないと、はっきり言って社会全体の無駄な

コストを増やしてしまうので、私としては県が今やっていることについてはよ

り加速させるべきと思います。 

ただ、委員の皆さんがおっしゃった、紙文化を大事にするという御意見は、

オフィス以外の分野では、それぞれのお考えがあるでしょうから、異論を唱え

るつもりはありませんが、事務所管理についてのペーパーレス化は、もっと加

速させるべきだと思います。 

実際に私どもでは、ほとんどの会議資料が既にペーパーレスであり、はっき

り申し上げると見たり管理するのは慣れだと思います。今日、県ではこういう

パソコンを使いましたが、ペーパーレス管理システムというのもありますから、

それだと記録もできます。データに自分でマーカーを引いたり、メモを書いた

りしたものを保存して自分のファイルとして保存することは十分できますの

で、世の中はそこまで進んでいますから、そういう意味で県もぜひ頑張ってい
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ただきたいと思います。 

ありがとうございました。西田委員、いかがですか。 

２点、質問させてください。 

地方分権改革の推進と働き方改革についての質問です。 

まず地方分権改革についてお伺いしますが、市町村への移譲権限数を指標に

しておられます。ニーズがあるところに権限移譲していくことは重要だと認識

しておりますが、一方で、たくさんの仕事がある中で、人員の少ない市町村に

とっては、取り組みたい仕事に重点的に取り組んでいくためには、必ずしも、

事務権限の移譲を受けることがメリットになるとは限らないタイプのものもあ

ると考えております。 

例えば、逆に、県に共同処理にしてほしいというニーズが地方分権改革関連

の中で、県内市町村からは出てきていないのか、そういう場合には県としては

どのように対応していくような方針を持っておられるのかということについ

て、１点お伺いいたします。 

もう一つ、働き方改革について質問させてください。 

資料２でいいますと、取組項目２２の働き方改革と取組項目３８の内部統制

に関連して質問させていただきます。 

職員の職場満足度調査を実施されたと書いておられて、今後、令和７年まで

に、５段階評価で４以上の満足度を目指していくと書かれておりました。 

震災前からこれまでの職員数の削減と、それから、この１２年間の震災と原

発事故の影響という中で、職員の皆さんの職場環境が、どのような状況にある

のか、政策形成や実施において、効果を上げていただくためには、職員の皆さ

んが気持ち良く働く環境が必要だと強く思います。 

そういう中で、職務を通じて社会や地域に貢献する意欲という、パブリック

サービスモチベーションと言われるような考え方がありますが、そうした地域

に貢献する意欲と、公正な行政に対する意思を、どちらも両立していく状況と

いうのが維持されていくような職場環境が大事だと思います。 

県の調査結果は存じませんけれども、ほかのところで一般的に言われている

のは、公務との関連で言えばワーク・ライフ・バランスが保たれていることが

パブリックサービスモチベーションを高めるとか、働きがいを感じていること

が、貢献意欲につながるとか、あるいは、上司のビジョンが明確であるとか、

組織からのケアが感じられるというような環境が地域に貢献する意欲に影響す

ると、これまで言われてきております。 

しかしですね、県には係長という役職はないと思いますが、いわゆる係長級

ぐらいの職員では一般的にモチベーションが下がる傾向にあると言われており

ます。 

これは、分担が明確でない仕事を引き受けるような役割があって多忙である

とか、あるいは年齢的にもライフイベントにおいて多忙な時期であるというこ

とが関係しているのではないかと言われております。 

そのように考えますと、そういう係長級ぐらいの職員の皆さんのストレスが
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高いとかそういった状況が起こっていないかどうかということを教えていただ

きたいと思います。 

資料を拝見しますと、新人研修などはかなり充実して実施しておられるとい

うことは、資料から伝わってきたのですけれども、中間管理職的な皆さんへの

ケアや働きがいを感じられるようなスキルアップなどについて、どんな取組が

あるのかということもあわせて教えていただきたいと思います。 

どうもありがとうございました。行政経営課長、お願いします。 

委員からの前段、地方分権改革の推進のところですが、２点に分かれるかと

思います。その中の前段で、まず権限移譲をどんどん進めていくような数値目

標に見えかねないですが、我々としては、先ほど人員不足について御指摘もあ

ったとおり、市町村それぞれの実情や課題も含めて違いますので、市町村の意

向を丁寧に確認した上で、例えば、農地転用に係る事務であれば、住民の方に

とって一層迅速な手続につながるような部分で、必要性があって権限移譲を求

めるような市町村であったり、あとは、直近ですと、鳥獣被害の関係で、熊な

どの捕獲に係る部分で迅速な対応をするために権限の移譲を求めるような例に

ついては、権限移譲を進める一方で、やはり我々も押しつけるものではござい

ませんので、市町村の主体性に沿って、権限移譲を進めてまいりたいと考えて

おります。 

市町村行政課長、お願いします。 

共同処理の要望があるかどうかについては、具体的にこれというものはござ

いませんけれども、小さい市町村ではなかなか事務が回らないという部分がご

ざいますので、広域連携を各方部で、例えば会津地域を代表にＤＸの推進につ

いて、広域連携などを進めておりますので、そういった横の広がりの中で、各

市町村が同じ課題を持って、事務の省力化等を進めているところでございます。 

ありがとうございました。続いて、職員研修課長、お願いします。 

職員のスキルアップ、人材育成の関係のお話がございました。 

資料には、新採用職員や若手職員の様々な取組について重点的に記載してい

ます。ただ、もう少し職場経験を積んで、例えば採用から８年目や１２年目、

あるいは新しく係長に昇進した職員を対象にそのレベルに応じた研修をふくし

ま自治研修センターなどでも取り組んでいるところでございます。 

特に係長クラスは大変負担が大きいというのはそのとおりでございます。 

実際に働き方改革、生産性をいかに向上していくか、業務の改善に努めてい

くかということを研修で学んで、それに対応していくという取組も重点を置い

てやっていきたいと考えておりますので、そういった中間の一番大変だと思わ

れるところの職員のケアなどにも引き続き取り組んでいきたいと思っておりま

す。 

ありがとうございました。人事課長、お願いします。 

職員の職場満足度調査について御質問をいただきました。 

この調査は、職員が健康で働きやすい良い職場づくりを推進するために、昨

年度から職員に対してアンケートを実施したものを取りまとめております。 



- 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今野会長 

小野委員 

 

 

 

 

 

 

今野会長 

 

 

 

 

 

 

 

内容は、職員の職場満足度、執務環境など４０問程度の質問について、アン

ケートを実施し、５段階で評価していただいております。行財政改革プランに

おける指標としては、５段階中４以上を目標としておりまして、初年度である

昨年度調査では、３．５９という結果が出たものでございます。 

この調査におきましては、職場の満足度のほかに、仕事をする上での重要度

もアンケートとして調査しておりまして、調査項目のうち重要と考える職員が

多い一方で、満足度が低い項目を重点改善分野として、改善に向けた取組を進

めてまいりたいと考えております。 

例えば、職員が重要だと考えることについては、仕事に取り組む時間的な裁

量があること、仕事と生活のバランスが大切だと感じている職員が多いという

ところです。 

一方で、これらに係る満足度がどうなのかを分析して、業務の効率化に関わ

る取組や柔軟な働き方が可能となる取組を一つ一つ進めてまいりたいと考えて

おります。 

なお、先ほど委員から、係長はどうなのかと質問がありましたが、県でいう

ところで言いますと主任主査クラスについては、今手元に詳細の調査結果を持

ってないので明確なお答えはできませんが、おおむねどちらかというと若手の

職員のほうが、満足度があまり高くないという調査結果だったかと記憶してお

ります。 

昨年度から始めた調査でございますが、これを職場にフィードバックするこ

とで、職場において、どういった分野で職場環境の改善に取り組んでいけばい

いのかということにつなげていきたいと考えておりますし、調査結果を性別や

年齢、あるいは職位など様々な視点で分析を行いながら、今後の働き方改革に

つなげてまいりたいと考えております。 

他にはいかがでしょうか。小野委員、お願いします。 

先ほど安斎委員から御指摘があった点で目標値の設定についてですが、全く

同感で、目標値というのはある程度しっかり示さないと気持ちは緩みます。 

特に今年はＡＬＰＳ処理水を放出しなければいけない年です。大変なことが

横たわっているからこそ、みんなで頑張ろうという数字を明確に示してこそ目

標というのは意義を持つので、そこは５割以上という逃げと取られないような

方策というのをもう一工夫してもいいのかなと思いますので、御検討いただけ

ればと思います。 

皆さんから多様な御意見が出されましたので、事務局と相談をしまして、正

確にそれぞれの御意見をまとめていきたいと思っております。特に今日は、紙

文化の話が集中的に出たという感じはしますが、これも慣れの問題だと言って

しまえばそうなのですが、他方では活字離れの問題もあります。 

やはり行政のレベルでも、とにかく紙がなくなればいい、ペーパーレスにな

ればいいという話ではないので、県民の生活を守ることを行政がきちっとでき

るかどうかということが一番のポイントだと思いますが、しかしながら財政的

なこともペーパーレスの問題にはあるということですので、そういう意味では
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集中的に多様な面からお話が出ていましたので、その点は良かったのではない

かと思います。 

それから、働き方改革については、様々な側面から取り上げられております

が、これはどの分野でも言われていることかもしれませんが、その中でも女性

の役割について、福島は残念ながらまだ管理職では女性の比率が少ないという

のは統計や新聞等でも指摘されておりますが、結果を見るだけではなくて、な

ぜそうなのかということについて、もう少し掘り下げていく必要があるだろう

と思います。 

私も何年か前まで人事委員会の委員長を務めていて、知事にお話しするとき

に、女性の管理職が非常に少ないのは問題なので、ぜひお願いしたいというこ

とを言ってきましたが、なかなかやはり難しい問題を抱えているのか、それほ

ど進まないと感じます。例えば、一定年数が経てば変わるということもありま

すが、これはもう少し、単に時流の流れに沿うだけではなくて、もう少し、何

がそうさせているのかを分析する必要があるだろうと感じています。それから、

県が持っている様々なデータの問題について、市町村も含めて、県民のレベル

からも、どのように利用していくかという問題も指摘されております。 

その他、事務局で詳細にまとめると思いますので、その辺は事務局にお願い

をしたいと思います。 

各委員から非常に貴重な御意見をいただきましたので、行財政改革プランの

取組がより良いものになるように、これを助言として取りまとめて、後日、県

に提出したいと思っております。 

なお、この助言の取りまとめにつきましては、事務局の録音等の取りまとめ

を踏まえた上で、私に一任させていただいてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」という声あり） 

どうもありがとうございます。 

それではそのようにさせていただきます。 

その他、委員の皆様から何かこの機会にございませんでしょうか。 

それでは事務局から何かございますでしょうか。 

――閉  会―― 

会長を始め委員の皆様には活発な御審議誠にありがとうございました。 

本日の委員会の概要につきましては、後日ホームページへの掲載を予定して

ございます。 

なお、御出席の各委員の皆様には、後日、議事概要の確認をお願いしたいと

考えてございますので、追って御連絡をさせていただきたいと思います。 

それでは以上をもちまして、令和５年度福島県行財政改革推進委員会を閉会

とさせていただきます。 

本日は誠にありがとうございました。 

 

（以 上） 

 


